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2020 年世界革新指数を発表、中国は第 14 位にランクイン

北京時間の 9月 2日、世界知的所有権機関（WIPO）はジュネーヴで 2020 年世界革新指数（GII）（以下、

「報告書」という）を発表した。中国は第 14 位となっており、昨年と変わらず、一部の指標は世界的に

リードしている。

報告書によると、COVID-19 によるパンデミックは世界のイノベーションの長期的に蓄積された成長に深

刻なストレスをもたらし、いくつかのイノベーション活動を妨げる可能性があるが、他のいくつかの面で

創造力を後押しする可能性もあり、特に衛生、教育、旅行、小売部門ではその可能性がある。

最新公表された指数によると、トップ10はスイス、スウェーデン、米国、イギリス、オランダ、デンマーク、

フィンランド、シンガポール、ドイツ、韓国であった。中国は第 14 位となっており、依然として上位 30

位の中で唯一の中所得経済国である。

革新的な投資と革新的な産出の 2つの主要指標の面で、中国の今年のパフォーマンスは昨年と同様に優

れている。中国は第 26 位となった革新的な投資で第 6位の革新的な産出を創造した。その革新的な成果は

オランダ、イギリス、米国などの高所得経済国と同等に見ることができる。

IPRdaily　より
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国知局が「2019 年中国知的財産権発展状況評価報告書」を発表

国家知識産権局知的財産権発展研究センターはこのほど、「2019年中国知的財産権発展状況評価報告書」

（以下、「報告書」という）を発表した。報告では、全国知的財産権発展指数は 2010 年を基準年次とし、

2010 年の総合及び創造、運用、保護、環境発展指数を 100 としたうえで、2010 年から 2019 年までの全国

データを試算した。

試算結果によると、2010年から2019年まで全国知的財産権総合発展指数は徐々に279.2まで上昇した。

2010 年から 2019 年まで中国の知的財産権創造発展指数は持続的に上昇しており、2013 年を境界点として、

それ以前は年平均5.4%増、その後は年平均15.0%増、2019年は270.5に達し、年平均成長率は11.7%となり、

中国の知的財産権における創造は盛んに発展している。

2010年から2019年までの中国の知的財産権運用指数は着実に増加の勢いにあって、年平均成長率は9.9%

であり、そのうち、2018 年は前年同期比 28.5% と大幅に増加し、2019 年の運用指数は 234.0 で、前年の

234.8 とほぼ同じとなり、運用水準は着実に上昇した。

2010 年から 2019 年までの中国の知的財産権保護指数はずっと上昇傾向を維持し、2019 年に 314.8 まで

増加し、年平均成長率は 13.6% となり、保護水準は全面的に強化された。

知的財産権    



ページ 4 

知的財産権  

最高法院が営業秘密の保護と特許授権 • 権利確認事件の審理の 2 つの司法解釈を公布

最近、最高人民法院は「営業秘密侵害民事事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定」（以

下「規定」という）と「特許授権•権利確認行政事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定（一）」

を公布し、いずれも 2020 年 9月 12日から施行した。

「規定」では、立証、権利行使のコスト、権利侵害の代価などの重要な接合点に対して、行為保全、秘密

保持義務、権利侵害責任などを規定した。また、裁判の実務において争議が割と集中する、公衆に知られて

いない場合、相応の秘密保持措置、秘密保持義務の認定及び従業員、元従業員に関連する営業秘密の保護に

ついても明確で具体的な規定を行い、司法裁判に明確な根拠を提供するだけでなく、権利者のために営業秘

密保護制度の構築を強化する上での指導を提供している。

最高人民法院　より

「最高院最高検知的財産権刑事事件司法解釈（三）」が 9 月 14 日から施行

9 月 13日、最高人民法院、最高人民検察院は共同で「最高人民法院、最高人民検察院による知的財産権侵

害刑事事件の処理における具体的な法律応用の若干の問題に関する解釈（三）」を公布し、2020 年 9月 14

日から施行した。知るところによれば、解釈では営業秘密の刑事保護について、司法実務の需要に基づいて

有罪とする基準を下げた。有罪とする状況を拡充し、営業秘密の侵害による違法所得額、営業秘密の侵害に

より権利者が破産、倒産した場合などを有罪とする際のハードルに含め、司法実務の具体的な状況及び意見

募集期間における多面的な意見に基づき、有罪とする金額を「30万元以上」に調整した。

最高人民法院　より

中国知財局が公文書にて地理的表示の保護に関するデータを公表

国家知識産権局はこのほど、第 13期全国人民代表大会第 3回会議第 1915 号意見に対する返答書簡を公布

した。返答書簡によると、2020 年 6月末の時点で、地理的表示を許可された製品は累計 2,385 個、地理的表

示製品専用標識の使用を許可された企業は 8,811 社、登録された地理的表示商標は 5,682 件で、登録された

農業製品の地理的表示は 3,090 個であった。また、国家知識産権局は職能に立脚して積極的に行動し、地理

的表示の統一認定を推進して、地理的表示の保護強化などの面で一連の作業を展開した。

国家知識産権局　より

2010 年以来、中国の知的財産権環境指数は連続的に増加し、年平均成長率は 12.9% で、2019 年に 297.4

に達しており、中国の知的財産権における環境構築は明らかに進歩した。

国家知識産権局　より
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国務院、特定区域内での技術譲渡所得の免除額を 500 万元から 2000 万元に引き上げ

最近、国務院は「北京市の新たなサービス業拡大開放総合試行の深化、国家サービス業拡大開放総合モデ

ルエリアの建設作業方案」に原則として同意する回答をした。「作業方案」には、知的財産権の保護と運用

を強化することが示されている。中関村国家自主革新モデルエリア特定区域で技術譲渡所得税優遇政策の試

行を展開し、試行期間内に、技術譲渡所得税の免除額を 500万元から 2,000 万元に引き上げ、税収の優遇を

受ける技術譲渡の範囲と条件を適切に緩和し、具体的には財政部、税務総局と関係部門が協議して確定する。

中国政府網　より

最高人民法院知的財産権法廷が「管轄マップ」をリリース

最高法院はこのほど、「管轄マップ」をリリースした。最高人民法院の知的財産権法廷のウィーチャット

公衆号からメインインターフェースに入り、メニューの「訴訟サービス」の欄で「管轄マップ」をクリック

すると、発明、実用新案特許民事事件の管轄権を有する裁判所 /法廷が見つかる。

最高人民法院知的財産権法廷　より


